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第4号様式(第10条関係) 

会 議 録 (要 旨) 

会 議 名 第3回武蔵村山市保育料検討協議会 

開 催 日 時 平成30年1月16日(火) 午後10時～午前10時30分 

開 催 場 所 武蔵村山市役所301会議室 

出 席 者 及 び

欠 席 者 

出席者：布田会長、若山職務代理者、加藤委員、藤澤委員、乙幡委員、

藤野委員、木村委員、小松委員、島田委員 

欠席者：田島委員 

事務局：子ども家庭担当部長、子ども育成課長、子ども育成課保育グ

ループ主査、子ども育成課保育グループ主事 

議 題 報告（案）について 

結 論 

(決定した方針、残

された問題点、保留

事項等を記載す

る。) 

「報告（案）について」原案のとおり決定。 

なお、軽微な修正については、会長に一任。 

審 議 経 過 

(主な意見等を原則

として発言順に記

載し、同一内容は一

つにまとめる。) 

 

１ 開会 

○子ども家庭担当部長あいさつ 

 

（担当部長）委員の皆様には引き続き、子育て支援施策における受益

と負担のより一層の適正化を図るため、保育利用者負担金に

ついて、忌憚のない御意見・御審議をお願いします。 

  

（会 長）前回に引き続き協議を進め、本日の内容をまとめて市長へ

答申を提出させていただきたいと考えています。よろしくお

願いします。 

 

２ 報告事項 

第２回武蔵村山市保育料検討協議会会議録要旨について 

 

（事務局）先月、各委員に会議録案について、内容の確認を依頼した

ところ、特に連絡はありませんでした。本日、お配りしてい

る会議録は、先月各委員に送付したものと同じものです。こ

の会議録を市のホームページに掲載しますので御了承くだ

さるようお願いします。 

 

３ 議題 

報告（案）について 

○事務局より報告（案）の変更点について説明。 

※「武蔵村山市の保育料のあり方について報告（案）」の変更点 

○事務局より報告（案）について説明。 

※武蔵村山市の保育料のあり方について報告（案） 

 

（事務局）前回の報告書案について、各委員からの意見に基づき修正

しました。今回の内容をもって委員の皆様の承認をいただきた

いと考えています。なお、承諾を頂けた場合は、今後報告（案）
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について、誤字・脱字等の軽微な修正を行う場合は、会長に一

任をいただきたいと考えておりますのでよろしくお願いしま

す。 

 

（会 長）今の説明に対し、意見や質問がありますか。 

【質疑応答】特になし 

（会 長）質疑がないということなので、報告案のとおり「武蔵村山

市の保育料のあり方について」決定してよろしいでしょう

か。決定してよろしい方は挙手をお願いします。 

【挙手全員】 

（会 長）挙手全員により、「武蔵村山市の保育料のあり方について」

の答申案は原案のとおりとします。 

４ その他 

（１）今後の予定について 

 

（事務局）今回で全体の会議は終了となります。この後は、会長と職

務代理から市長に答申書をお渡しいただき、その段階で委員

の任期は終了となります。委員の皆様には、保育利用者負担

金について審議いただき大変ありがとうございました。 

（会 長）最後に全体を通して、意見や質問はありますか。 

（委 員）報告（案）の「はじめに」と「おわりに」の文章の最後が

重複しているので、考慮していただきたい。 

（事務局）わかりました。 

（会 長）他に意見や質問等がなければ平成29年度武蔵村山市保育料

検討協議会を閉会したい。皆様の御協力のもと審議が終了で

きました。この内容を市長に答申させていただきます。風邪

が流行っている時期なので、お体に気を付けてお過ごしいた

だければと思います。皆さん大変お疲れ様でした。 

5 閉会 

 

配 布 資 料   

○会議録（要旨） 

○「武蔵村山市の保育料のあり方について 報告（案）」の変更点 

○武蔵村山市の保育料のあり方について 報告（案） 

 

会議の公開・非

公 開 の 別 

☑公 開              傍聴者：  ０  人 

□一部公開 

□非 公 開 

 ※一部公開又は非公開とした理由 

 

 

 

 

 

会議録の開示・非

開 示 の 別 

☑開 示 

□一部開示(根拠法令等：                ) 

□非 開 示(根拠法令等：                ) 

 

庶 務 担 当 課 健康福祉部 子ども育成課 (内線：１８２ ) 

(日本工業規格A列4番)  


